
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

〃

定

の

辞

退

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

指

〃

定

○

〃

〃

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

〃

【

公

告

】

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

岡

山

県

公

報

平成２９年１１月２１日 第１１９４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）

。

、

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
指

定
年

月
日

ハ
ー

ヴ
ィ

ス
ク

リ
ニ

ッ
ク

玉
野

市
東

高
崎

２
４

－
８

H
2
9
.
９

.
１

ア
イ

ン
薬

局
吉

備
中

央
店

加
賀

郡
吉

備
中

央
町

吉
川

７
５

２
０

－
１

０
H
2
9
.
1
0
.
１

平成２９年１１月２１日　岡山県公報　第１１９４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）

。

っ

、

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
廃

止
年

月
日

ハ
ー

ヴ
ィ

ス
ク

リ
ニ

ッ
ク

玉
野

市
東

高
崎

２
４

－
８

H
29

.
８

.
3
1

郷
奉

メ
ン

タ
ル

ク
リ

ニ
ッ

ク
北

園
津

山
市

北
園

町
４

０
－

１
２

H
29

.
９

.
3
0

大
森

外
科

胃
腸

科
都

窪
郡

早
島

町
早

島
１

２
７

５
H
29

.
９

.
3
0
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
一
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

（
）

（

。
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
が
次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た

（
）

）
。

、

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
辞

退
年

月
日

二
階

歯
科

ク
リ

ニ
ッ

ク
赤

磐
市

西
中

１
１

９
１

H
29

.
1
2
.
3
1
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者
の

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

居
宅

介
護

事
業

所
の

名
称

居
宅

介
護

事
業

所
の

所
在

地
指

定
年

月
日

医
療

法
人

村
上

脳
神

経
外

科
内

科
笠

岡
市

大
井

南
２

８
－

４
村

上
脳

神
経

外
科

内
科

笠
岡

市
大

井
南

２
８

－
４

H
2
9
.
９

.１

平成２９年１１月２１日　岡山県公報　第１１９４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者
の

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

介
護

予
防

事
業

所
の

名
称

介
護

予
防

事
業

所
の

所
在

地
指

定
年

月
日

医
療

法
人

村
上

脳
神

経
外

科
内

科
笠

岡
市

大
井

南
２

８
－

４
村

上
脳

神
経

外
科

内
科

笠
岡

市
大

井
南

２
８

－
４

H
2
9
.
９

.１
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

も
も
っ
子
く
め
な
ん

２

所
在
地

久
米
郡
久
米
南
町
下
弓
削
四
九
二

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岡
山
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
中
原
四
五
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
八
〇
〇
二
〇
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ト
ラ
ス
ト
ワ
ー
ク
ス
美
作
事
業
所

２

所
在
地

美
作
市
古
町
一
七
六
六
番
地

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称
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特
定
非
営
利
活
動
法
人
ト
ラ
ス
ト
ワ
ー
ク
ス

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
二
宮
六
四
〇
番
地

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
五
〇
〇
一
五
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ｂ
型
）
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〔
四
九
七
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
市
中
区
平
井

基
準
点
測
量

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
七
日

か
ら
同
年
十
二
月
二
十
二
日
ま
で
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